
議案第12号 

大府市手数料条例の一部改正について 

大府市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。 

令和８年２月24日提出 

大府市長 岡 村 秀 人 

大府市手数料条例の一部を改正する条例 

大府市手数料条例（昭和45年大府市条例第49号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

別表（第３条関係） 別表（第３条関係） 

(１)～(15)  略 (１)～(15)  略 

(16) 小学生の早朝の居場所づくり事業手数料

種類 単位 金額 

小学生の早朝の居場所の提供 学期 1,000円 

備考 納入通知書又は口座振替により徴収する。 

(17) 略 (16) 略

(18) 子育て短期支援手数料 (17) 子育て短期支援手数料

種類 単位 金額 種類 単位 金額 

略 略 略 略 略 略 



改正後 改正前 

 ２ ２歳以上18歳未満の者（慢性疾

患の者を除く。）に対する支援 

１日 2,770円   ２ ２歳以上18歳未満の者（慢性疾

患の者を除く。）に対する支援 

１日 2,750円  

備考  略 備考  略 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の別表(18)子育て短期支援手数料の規定は、この条例の施行の日以後に実施する支援に係る手数料から適用し、同日前に実施した支援に係る

手数料については、なお従前の例による。 


